
参考：関係法令 

労働安全衛生規則（抄） 

 

（作業床の設置等） 

第５１８条 事業者は、高さが２メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等

を除く。）で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそ

れのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければな

らない。 

２ 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を

張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するた

めの措置を講じなければならない。 

 

第５１９条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落

により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等

（以下この条において「囲い等」という。）を設けなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又

は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安

全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じな

ければならない。 

 

（安全帯等の取付設備等） 

第５２１条 事業者は、高さが２メートル以上の箇所で作業を行なう場合にお

いて、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付ける

ための設備等を設けなければならない。 

２ 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付

け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。 

 

（悪天候時の作業禁止） 

第５２２条 事業者は、高さが２メートル以上の箇所で作業を行なう場合にお

いて、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が

予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 

 

（立入禁止） 

第５３０条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に

関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。 

 



（物体の落下による危険の防止） 

第５３７条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険

を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当

該危険を防止するための措置を講じなければならない。 

 

（物体の飛来による危険の防止） 

第５３８条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を

及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用

させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。 

 

（保護帽の着用） 

第５３９条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方におい

て他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物

体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する

労働者に保護帽を着用させなければならない。 

２ 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 


